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令和８年度　坂井市共同募金委員会

助成申請公募要領(対象事業：令和８年度・９年度実施事業)
地域を良くするプロジェクト、大募集

　坂井市共同募金委員会では、地域に暮らす方々が互いに助け合い、安心して生活できる地域社会づくりをめざし、地域や社会をより良くしようと活動しているボランティアグループやＮＰＯ・市民団体に対して助成を行います。
１ 募集対象 
共同募金運動に理解があり、支援を受けた事業内容の公表ができる団体(下記※のとおり)が、坂井市内で行う福祉活動事業を対象とします。
【対象団体の要件】
1 設立後1年以上、継続した活動実績を有する団体であること
2 活動目的が明確な規則・会則を有する団体であること
3 会員のうち過半数が坂井市民であること
4 募金運動に積極的に協力し、寄付者への感謝や支援事業の公表に協力できること
【対象にならない事業】
1 他の補助金との重複や公的補填のある事業
2 政治・宗教・組合の運動の手段として行う事業、または営利目的の事業

　　
２　対象事業年度
A活動費：令和９年度（令和９年4月1日～令和１０年3月31日）
B備品整備費：令和８年度（令和８年4月１日～令和９年3月31日）
３ 募集内容
坂井市域で草の根的に活動する福祉団体やボランティア団体などの活動を支援します。

○助成対象 ：　地域を良くしようと活動しているボランティア団体、福祉団体などが行う活動費・備品整備費
○助成金額
総　額　　2,000,000円
【A活動費】　　上限　100,000円（助成対象事業費の90％以内）
　　〈A活動費助成の条件〉
1 1団体1事業とする
2 同一事業に対する継続助成は原則5年まで
3 各種福祉活動に直接かかる事業費を対象とする（事務所家賃・水道光熱費・通信費・人件費等の経常経費、特定の飲食費は対象外）
4 同一年度でA・B両方の助成を希望する場合、活動費に備品費を含めないこと
【B備品整備費】　上限　300,000円（助成対象事業費の75％以内）
　　〈B備品整備費助成の条件〉
1 事業継続が困難となる緊急性を要する事業を対象とし、当年度助成とする
2 過去5年間で本事業による備品整備費助成を受けていないこと
　 【AB共通条件】
1 助成対象経費は、事業の目的を達成するために直接必要な経費とする
2 募金実績及び助成対象事業の決定数等により助成額を引き下げる場合がある
3 配分を受けた後1年間は、事業の経営に必要な資金を得るための寄附金募集を行ってはならない（社会福祉法第122条）

４　募集期間　　　令和８年４月１０日　～　５月１５日
５　重点助成事業
坂井市共同募金委員会では、特に優先して取り組むべき次の事業を「重点助成事業」と定め、福井県共同募金会と連携し、県下で統一感のある助成事業を行います。
『地域から孤立をなくそう』（全国共通助成テーマ）
ひとり暮らしの高齢者や若者のひきこもり、育児で孤独になる母親など、社会との関わりが少なくなり、悩みを抱えながら孤立した人を、社会の一員として包み支え合うしくみづくりを支援します。
　　　
６　助成申請書の入手方法

（１）坂井市社会福祉協議会ホームページからダウンロード

　　　（２）坂井市共同募金委員会窓口

７　助成決定までの手順

　　　 助成団体は、坂井市共同募金委員会にて審査を行い、福井県共同募金会において決定します。必要に応じて、プレゼンテーションによる審査を実施する場合もあります。

A活動費：令和８年８月中に内定通知、令和９年4月に決定通知書を送付　
　　　B備品整備費：令和８年８月中に決定通知を送付（８年度内に事業報告が必要）
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○活動が市町の区域を越えて行われる団体については、県が行う広域活動支援事業の助成となります。（お問い合わせ）社会福祉法人 福井県共同募金会
TEL（0776）22－1657 　FAX（0776）22－3093
（お問い合わせ）


　坂井市共同募金委員会


〒919-0521坂井市坂井町下新庄18-3-1


TEL　68-5070　FAX　67-2807











